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【手続補正書】
【提出日】平成29年8月28日(2017.8.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絵柄を変動表示する絵柄表示手段と、
　前記絵柄の変動表示を停止させるべく操作される停止操作手段と、
　所定遊技状態において第１移行可能条件が成立している状況で前記絵柄の変動表示の停
止結果が第１移行結果となった場合に第１遊技状態に遊技状態を移行させる第１移行手段
と、
　前記所定遊技状態において第２移行可能条件が成立している状況で前記絵柄の変動表示
の停止結果が第２移行結果となった場合に第２遊技状態に遊技状態を移行させる第２移行
手段と、
を備え、
　前記第１遊技状態は前記所定遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態であり、
　前記第２遊技状態は前記所定遊技状態よりも遊技者にとって不利な遊技状態であり、
　前記第１移行可能条件が成立している場合であっても前記停止操作手段の操作態様が対
応する態様ではない場合には前記絵柄の変動表示の停止結果が前記第１移行結果とならな
い構成であり、
　前記第２移行可能条件が成立している場合であっても前記停止操作手段の操作態様が対
応する態様ではない場合には前記絵柄の変動表示の停止結果が前記第２移行結果とならな
い構成であり、
　前記第１移行可能条件が成立したゲームにおいて前記第１移行結果とならなかった場合
であっても当該第１移行可能条件が成立した状態が次のゲームに持ち越され、前記絵柄の
変動表示の停止結果が前記第１移行結果となった場合、前記第１移行可能条件が成立して
いる状態が解除される構成であり、
　前記第２移行可能条件が成立したゲームにおいて前記第２移行結果とならなかった場合
であっても当該第２移行可能条件が成立した状態が次のゲームに持ち越され、前記絵柄の
変動表示の停止結果が前記第２移行結果となった場合、前記第２移行可能条件が成立して
いる状態が解除される構成であり、
　前記第２移行可能条件が成立している状況において前記第１移行結果を成立させること
が可能な態様で前記停止操作手段が操作された場合、前記第２移行結果が成立するように
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構成されていることを特徴とする遊技機。
【請求項２】
　前記絵柄表示手段は、絵柄を変動表示する変動表示領域を複数備え、
　前記停止操作手段は、複数の前記変動表示領域に対応させて設けられており、
　前記絵柄の変動表示が終了する場合に有効ラインに前記第１移行結果を生じさせるため
の絵柄が停止することで当該絵柄の変動表示の停止結果が前記第１移行結果となり、前記
絵柄の変動表示が終了する場合に前記有効ラインに前記第２移行結果を生じさせるための
絵柄が停止することで当該絵柄の変動表示の停止結果が前記第２移行結果となる構成であ
り、
　前記第１移行結果と前記第２移行結果とは一部の前記変動表示領域における停止結果が
共通し、残りの前記変動表示領域における停止結果が相違しており、その停止結果が相違
する前記変動表示領域においては前記第２移行可能条件が成立している状況にて少なくと
も前記第１移行結果を構成する絵柄が前記有効ラインに停止するように対応する前記停止
操作手段を操作した場合、前記第２移行結果を構成する絵柄が前記有効ラインに停止する
ようにそれら停止結果が設定されていることを特徴とする請求項１に記載の遊技機。
【請求項３】
　前記第１移行結果は、所定の絵柄表示領域において、絵柄の変動表示状況に対する前記
停止操作手段の操作タイミングが所定のタイミングではない場合、前記第１移行結果を生
じさせるための絵柄が前記有効ラインに停止しない事象が発生し得る停止結果であり、
　前記第２移行結果は、前記所定の絵柄表示領域において、絵柄の変動表示状況に対する
前記停止操作手段の操作タイミングが所定のタイミングではない場合、前記第２移行結果
を生じさせるための絵柄が前記有効ラインに停止しない事象が発生し得る停止結果である
ことを特徴とする請求項２に記載の遊技機。
【請求項４】
　前記第１移行結果と前記第２移行結果とで停止結果が相違する特定の絵柄表示領域にお
ける前記絵柄の変動表示の停止操作が、前記第２移行可能条件が成立している状況におい
て、前記特定の絵柄表示領域とは異なる所定の絵柄表示領域における前記絵柄の変動表示
の停止操作よりも後に行われた場合、当該所定の絵柄表示領域の停止結果が前記第２移行
結果とは異なる停止結果であれば、前記特定の絵柄表示領域における停止結果が前記第２
移行結果に対応する停止結果とならないようにする手段を備えていることを特徴とする請
求項２又は３に記載の遊技機。
【請求項５】
　前記第１移行結果と前記第２移行結果とで停止結果が相違する特定の絵柄表示領域にお
ける前記絵柄の変動表示の停止操作が、前記第２移行可能条件が成立している状況におい
て、前記第１移行結果と前記第２移行結果とで停止結果が共通する前記変動表示領域にお
ける前記絵柄の変動表示の停止操作よりも先に行われた場合、前記特定の絵柄表示領域に
おける停止結果が前記第２移行結果に対応する停止結果とならないようにする規制手段を
備えていることを特徴とする請求項２乃至４のいずれか１に記載の遊技機。
【請求項６】
　前記第１移行結果は、所定の絵柄表示領域において、絵柄の変動表示状況に対する前記
停止操作手段の操作タイミングが所定のタイミングではない場合、前記第１移行結果を生
じさせるための絵柄が前記有効ラインに停止しない事象が発生し得る停止結果であり、
　前記第２移行結果は、前記所定の絵柄表示領域において、絵柄の変動表示状況に対する
前記停止操作手段の操作タイミングが所定のタイミングではない場合、前記第２移行結果
を生じさせるための絵柄が前記有効ラインに停止しない事象が発生し得る停止結果であり
、
　前記規制手段は、前記特定の絵柄表示領域における前記絵柄の変動表示の停止操作が、
前記第２移行可能条件が成立している状況において、前記所定の変動表示領域における前
記絵柄の変動表示の停止操作よりも先に行われた場合、前記特定の絵柄表示領域における
停止結果が前記第２移行結果に対応する停止結果とならないようにすることを特徴とする
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請求項５に記載の遊技機。
【請求項７】
　前記第２移行可能条件が成立している状況において前記特定の絵柄表示領域における前
記絵柄の変動表示を前記第１移行結果と前記第２移行結果とで停止結果が共通する前記変
動表示領域における前記絵柄の変動表示よりも先に停止させた場合、前記特定の絵柄表示
領域における絵柄の変動表示状況に対する前記停止操作手段の操作タイミングが特定の停
止タイミングであることを少なくとも一の条件として、複数の前記絵柄表示領域における
停止結果が第２別移行結果となり得る構成であり、
　前記第２移行手段は、前記所定遊技状態において前記第２移行可能条件が成立している
状況で前記絵柄の変動表示の停止結果が前記第２別移行結果となった場合にも前記第２移
行可能条件の成立として前記第２遊技状態に遊技状態を移行させ、
　前記特定の絵柄表示領域は、前記第１移行結果及び前記第１移行可能条件の成立の契機
となる停止結果であって前記第１移行結果とは異なる移行結果のうち一方である第１対応
移行結果と、前記第２別移行結果とで停止結果が共通することとなる絵柄表示領域であり
、
　前記第１対応移行結果と前記第２別移行結果とで停止結果が相違する絵柄表示領域につ
いて、前記第２移行可能条件が成立している状況において前記第１対応移行結果を構成す
る絵柄が前記有効ラインに停止するように当該絵柄表示領域に対応する前記停止操作手段
が操作された場合、前記第２別移行結果を構成する絵柄が前記有効ラインに停止すること
を特徴とする請求項５又は６に記載の遊技機。
【請求項８】
　前記規制手段は、前記第１対応移行結果と前記第２別移行結果とで停止結果が相違する
絵柄表示領域であって前記特定の絵柄表示領域とは異なる絵柄表示領域における前記絵柄
の変動表示の停止操作が、前記第２移行可能条件が成立している状況において、前記特定
の変動表示領域における前記絵柄の変動表示の停止操作よりも先に行われた場合、当該異
なる絵柄表示領域における停止結果が前記第２別移行結果に対応する停止結果とならない
ようにすることを特徴とする請求項７に記載の遊技機。
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